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表

等級表 -tf省証品位児 の障

目。


9 前岳号に掲げるもののほか、身体の機	 

(1

級(叡度附者)� 2 級(中度陣笛)


視 力 隊宙 
  1 両眼的再l力の和が� 0.04以下のもの 南限の視力的111が0.08以下のもの

2 両耳の聴力レベルが叩Oテ'γベル以� 2 両耳の聴力レペルが� 90デシベル以上
聴 力 陣脅�  

上のもの のもの

平	 衡 機 能�  
3 	平衡機能に軒しい陣苫を有するもの

陣 省

そしゃく機能� 
4 	そし ゃくの機能を欠く もの

陣� f雪

音 声 曹 鮪� 5 音声又は胃新機能に苦しい陣留を到す

障 街 るもの� 

3 両上肢の機能に苦しい障害を有するも� 6 	両上肢のおや指及びひとさし指又は中

指を欠くもの� 。〉

4 filIi仁肢のすべての指を欠くもの� 7 両上肢のおや指且びひとさし指又は中� 

5 向上肢の� tべての指の機能に苦し い陣 指田機能に苦しい附11を有するもの

上肢 8 上肢の機能に苦し い陣~{を有するも苦fを有す るもの� 
。〉月主

9 一上肢のすべての指を欠くもの体� 
@ 上肢のすべての指の機能に苦しい障

不 者を有するもの

自� 6 	両下肢の機能に著Lい陣容を有すゐも� n 制i下肢のすべての指を欠くもの

の ロ	 ー ド肢の機能に苦しい陣苗をイiするも� 
下	 肢由

7 	両下肢を足関節以上で欠くもの の� 

13 ー下肢を足関節以上で欠くもの� 

8 	l本幹の機能に座っていることができな� M 体幹の慢能に歩くことができない程度

体幹 い程度又は立ち上がることができ伝い の陣!iを有するもの

将J((の防省を有するもの� 

1	 tiir俗号に掲げるもののほか、身体的機'1 

能的陣富又は長期にわたる!!.(静&必要 能の附'J.iJZ.は長期にわたる宜的を必要

とする柑状がRif缶号と問担度以仁と認 とする病状が訓告号と同程股以上と認

められる状態であって.日常生活の用 められる状態であって、日常生活が苦

を介「ることを不能とならしめる和主 しい制限を受けるか、 〉くは日常生活に

のもの 苦しい制限を加えるニと{!-.g.、裂とする

その 他 的精神の陣t習であって、前世号と同程度� I>lJ立のもの

以上と認められる程度のもの� K; m神的防省であって、前面号と阿程度� 

JI 身体的機能的障害若しくは耐状又は制 以� tと認められる碍月置のもの

神的問替が車問する場合であって、そ� 17 身体の機能的師事若しくは耐状又は問

神の陣留が重慢する場合であって そ陥号と同樹立以」と認めら11的状態が� 

れる樫度由もの 白状態fJ{"jjir畠号と同保位以� tと認めら

れる程度のもの� 

骨号)視力の測定I<l万国式試視刀表J;:，よるものとし、毘折異常があるものEついて回、

矯正視力巳よって測定する。
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